
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 問い合わせ先 】 

  狭山警察署 

０４-２９５３-０１１０ 
 お気軽にお問い合わせください。 

  

  埼玉県警察ＨＰ 

 

 
令和７年狭山警察署管内 特殊詐欺被害件数 105件 被害総額約５億9,101万円 

                         （令和７年12月末現在・本数値は暫定値です） 

 

２月１日～２月20日までの取扱い 
 遺失・拾得   25件  自転車盗 １件 
 交通事故    24件  
 本数値は交番での事案取扱い件数であり 

刑法犯認知件数とは異なります。 

 

2026年4月1日から 
自転車の交通違反に 
交通反則通告制度（青切符）が導入 

・対象は16歳以上 

※運転免許証の有無は関係ありません 

□ 自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 
□ これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の一 
  部が、「青切符」で検挙されることとなります。 
   その場で反則金の納付書が交付されます。 

埼玉県警察マスコット 
「ポッポくん」 

 
 基本的な交通ルールの遵守と 
 ヘルメット着用をお願いします。 

 狭山警察署管内では、市役所を騙る還付

金詐欺の電話がかかってきています。 

 犯人は、「医療保険の累積還付金があり

ます」「ＡＴＭで手続きが出来ますので携

帯電話を持ってＡＴＭへ行って下さい」な

どとＡＴＭへ誘導し、言葉巧みにお金を振

り込ませます。 

 被害に遭わないために、自宅の電話は在

宅時でも常時留守番電話に 

設定し、知らない電話番 

号には出ないようにしま 

しょう。 
交通安全ｅラーニング 
埼玉県警ＨＰ 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 


